
 

 

久万高原町地域おこし協力隊設置要綱 

令和２年４月１４日  

告示第２２号 

                                 

（設置） 

第１条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、町外の人材を積極

的に誘致し、その定住・定着を図り、地域力の維持・活性化につなげるため、

地域おこし協力隊推進要綱（平成２１年３月３１日付総行応第３８号総務事

務次官通知）に基づき、久万高原町地域おこし協力隊（以下「地域おこし協

力隊」という。）を設置する。 

（活動内容） 

第２条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・活性化に資するため、次の各号

に掲げる活動を行う。 

（１） 地域資源の発掘及び特産品の開発並びに販売支援に関する活動 

（２） 農林業の振興支援に関する活動 

（３） 移住交流及び定住促進に関する活動 

（４） 観光の振興に関する活動 

（５） 地域コミュニティ活動の支援 

（６） その他地域活性化のため町長が必要と認める活動 

（町の役割） 

第３条 町長は、地域おこし協力隊の隊員（以下「隊員」という。）の活動が

円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行う。 

（１） 隊員の活動に関する総合調整 

（２） 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知 

（３） 隊員の任用期間終了後の定住支援 

（４） その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要な事項 

２ 町長は、地域おこし協力隊の活動に関して、必要な指導及び助言を行うこ 

とができる。 

（身分） 

第４条 隊員は、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に規定する会計年度



 

 

任用職員とする。 

 （勤務条件等） 

第５条 隊員の勤務時間及び休日等については、久万高原町会計年度任用職員

の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年久万高原町規則第１８号）に定め

る。 

（給料等） 

第６条 隊員の給与及び期末手当については、久万高原町地域おこし協力隊の

給与に関する規則（令和２年久万高原町規則第１５号）第２条及び第３条の規

定に基づき支給する。 

２ 隊員の通勤手当については、久万高原町会計年度任用職員の給与に関する

規則（令和２年久万高原町規則第１７号）第１３条の規定に基づき支給する。 

３ 隊員が町長の命令により出張した場合は、久万高原町職員の旅費に関する 

条例（平成１６年久万高原町条例第４９号）に定める一般職の例により旅費を 

支給するものとする。 

（活動に要する経費） 

第７条 町長は、隊員が行う活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。 

（住居） 

第８条 町長は、久万高原町地域おこし協力隊住宅費補助金交付要綱（平成３

０年告示第４３号）に基づき、隊員の住居の家賃の一部を予算の範囲内で負担

することができる。 

（福利厚生） 

第９条 隊員に対する健康保険法（大正１１年法律第７０号）、厚生年金保険

法（昭和２９年法律第１１５条）、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）

及び地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）等の適用につい

ては、それぞれの法律の定めるところによる。 

 （公務災害補償） 

第１０条 隊員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法（昭和４２

年法律第１２１号）又は久万高原町非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例（平成１６年久万高原町条例第３５条）の定めるところによる。 

（身分証明書の携帯等） 



 

 

第１１条 隊員が職務を遂行するときは、常に身分証明書（別記様式）を携帯

し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

２ 身分証明書を他人に貸与、譲渡又はこれを加工してはならない。 

３ 身分証明書を紛失又は損傷したときには直ちに町長に届けなければならな 

い。 

４ 身分証明書は、任用期間終了時には直ちに町長に返還しなければならない。 

（報告） 

第１２条 隊員は、第２条に規定する活動の実施状況について、別に指示する

ところにより活動日誌を作成し、ふるさと創生課長に報告しなければならない。 

２ 隊員は、要請があったときは、必要に応じて活動の実施状況等について報 

告しなければならない。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附  則  

この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町地域おこし協力隊設

置要綱の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

 


